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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
黒
潮
町
で
は
、
地
域
産
業
を
振
興
し

雇
用
を
創
出
す
る
た
め
に
、「
黒
潮
印

の
商
品
開
発
」
を
黒
潮
町
振
興
計
画
の

柱
（
シ
ン
ボ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
し

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
商
品
の
企
画

段
階
か
ら
開
発
、
加
工
、
生
産
、
販
売

促
進
ま
で
、
す
べ
て
の
段
階
に
つ
い
て
、

事
業
者
の
皆
さ
ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

に
応
じ
た
支
援
を
総
合
的
に
行
う
た
め

の
黒
潮
町
独
自
の
「
補
助
事
業
制
度
」

を
昨
年
度
創
出
し
、
平
成

２５
年
度
も
継

続
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、町
を
挙
げ
て
地
域
商
品

を
輩
出
し
、地
産
外
商
に
取
り
組
む
こ
と

で
産
業
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
補
助
事
業
を
受
け
ら
れ
る
事
業

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
応
募
は
個
人

で
も
団
体
、
グ
ル
ー
プ
で
も
構
い
ま
せ

ん
。
多
く
の
方
々
に
事
業
を
活
用
し
て

い
た
だ
き
、
各
事
業
者
の
発
展
に
つ
な

げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
黒
潮
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

産
業
推
進
室 

産
業
推
進
係

蕁
４
３
―
２
１
１
３（
直
通
）

◆
高
知
県
長
寿
手
帳
と
は

　
県
内
の

６５
歳
以
上
の
方
に
、
健
康
と

長
寿
を
願
っ
て
高
知
県
長
寿
手
帳
を
お

渡
し
し
て
い
ま
す
。

　
長
寿
手
帳
を
掲
示
す
る
と
、
県
立
施

設
な
ど
で
入
場
料
の
免
除
や
割
引
な
ど

の
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
手
続
き
の
際
に
は

　
役
場
担
当
窓
口
へ
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
免
許
証
・

保
険
証
な
ど
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
黒
潮
町
役
場

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 
福
祉
係

　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

　
高
知
県 

地
域
福
祉
部

　
高
齢
者
福
祉
課
　
地
域
支
援
係

　
　
蕁
０
８
８
―
８
２
３
―
９
６
２
７

高
知
県
長
寿
手
帳
に
つ
い
て

（高知県障害者等用駐車場利用証交付制度）

　「こうちあったかパーキング制度」は、公共施設や店舗などの障がい者等用駐車場を
適正にご利用いただくため、障がい者や高齢者など移動に配慮が必要な方に、県が県
内共通の利用者証を交付する制度です。

●対象となる方に、県障害保健福祉課および県福祉
保健所で交付します。（申請が必要です。）

●利用証はルームミラーなどにかけて外から見える
ように掲示します。

【対象となる方】
・身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障が

い、高齢、難病などにより移動に配慮が必要な方
（詳しくは下記へお問い合わせください。）

・妊産婦、けがなどにより一時的に移動に配慮が必
要な方

この制度の基本となるのは、県民の皆さん一人ひとりのゆずりあいの心です。
本当に必要な方が利用できるようご協力をお願いします。

企
画
か
ら
販
売
ま
で
応
援
し
ま
す
！

「
産
業
振
興
推
進
総
合
支
援
事
業
」

○お問い合わせ　高知県障害保健福祉課　　　　　　　　　　　　  蕁088－823－9663（直通）
　　　　　　　　黒潮町役場 本庁 健康福祉課 福祉係　　　　　　  蕁43－2116（直通）
　　　　　　　　　　　　　 佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係　蕁55－3112（直通）


